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◆ はじめに ◆ 

現在、我が国における少子高齢化や核家族化の

進行は、地域社会への影響を及ぼしています。地

域の課題は、より複雑化・複合化しており、本町

に住む子どもと子育て家庭においても、貧困問題

やヤングケアラーなど、解決が困難な事例も顕在

化しています。 

 

こうした状況の中、国においては、令和５年

４月１日に「こども基本法」が施行されると 

ともに、内閣府の外局としてこども家庭庁が設置されました。これらを通じて、すべての子

ども・若者が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、身体的・精神的・社会的に

幸福な状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現

に向けた取り組みが推進され、地方自治体にも一層の支援充実が求められています。また、

令和６年には「子ども・子育て支援法」「児童福祉法」が改正され、子育て支援施策の更な

る拡充が進められています。 

 

本町では、急速な少子化が課題となっており、地域の活力を維持するためには、直接的な

少子化対策を講じるとともに、子どもと子育て家庭がより住みよいまちづくりを進める必要

があります。本町は、令和２年３月に「第２期串本町子ども・子育て支援事業計画」を策定

し、子ども・子育て支援に関する取組を進めてまいりました。このたび、計画の期限が令和

６年度で終了となることから、近年の社会潮流や本町の状況、住⺠のニーズを踏まえ、⼦ど

もの最善の利益が実現されるまちを目指し、新たに「第３期串本町子ども・子育て支援事業

計画」を策定しました。  

 

本計画は、「地域の温もりで子が育つまち串本」を基本理念とし、今後５年間を計画期間

としています。本計画に基づき、子ども・家庭・地域が一丸となって「こどもまんなか社

会」の実現に向けて取り組むため、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

おわりに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきたました串本町子ども・子育て会議の

委員の皆様をはじめ、調査等にご協力いただき、貴重なご意見等をいただきました関係者及

び住⺠の皆様に⼼から感謝申し上げます。 

 

令和７年 ３月 

串本町⻑ 田 嶋 勝 正 
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第１章 計画策定にあたって 

１  

 

誰一人取り残さない 

“こどもまんなか社会”の実現へ 
 

わが国では 1989 年の「1.57 ショック」を契機として、数々の少子化対策や子ども政策に

取り組んできました。しかし、合計特殊出生率及び出生数は回復するどころか、予期しない

出来事にも見舞われ、令和４年には出生数が統計開始以来過去最低となる 80 万人を割る事態

となっています。 

子どもを取り巻く環境については、引きこもり、居場所、貧困や虐待等の問題に加え、近

年では医療的ケア児、ヤングケアラーの社会問題化、外国にルーツを持つ子どもが増加する

など問題は多様化しています。 

この状況を受けて、国では令和５年度より「こども基本法」の施行、「こども家庭庁」の設置に

より、常に子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考える「こどもまんなか社会」の

実現に向けて新たなスタートを切ったところです。そして、この社会の実現のためには子どもや

子育て当事者が意見表明することが重要とされており、当事者参画による子ども政策が始まろう

としています。 

串本町（以下 本町という）においては、『地域の温もりで子が育つまち串本』の基本理念のも

と、まち全体をあげて総合的な子ども・子育て支援を推進できるよう、令和２年３月に「第２期

串本町子ども・子育て支援事業計画」（以下 第２期計画という）を策定してきました。 

今後は、⼦どもの健やかな成⻑と⼦育て家庭を町全体で支援する子育て施策を推進するととも

に、教育・保育事業の量と質の充実を図り、子どもを含めた当事者の意見が反映された「第３期

串本町子ども・子育て支援事業計画」（以下 本計画という）を策定します。 

 

 

※「子ども」「こども」表記について 

本計画では、根拠法である「子ども・子育て支援法」に則り、原則として「子ども」表記を

用いています。ただし、「こども基本法」等、法律等の規定で平仮名が使用されている場合、そ

の規定に基づき表記します。 
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〈参 考〉 

〉こども基本法の概要 

目的 

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこど

もが、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎を築き、⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑する

ことができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図

られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を

総合的に推進する。 

 

基本理念 

①全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取

扱いを受けることがないようにすること 

②全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されるこ

と等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受け

る機会が等しく与えられること 

③全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して

意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること 

④全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮

されること 

⑤こどもの養育は家庭を基本として⾏われ、⽗⺟その他の保護者が第⼀義的責任を有するとの認

識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保 

⑥家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備 

 

〉こども⼤綱の概要 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 

全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっと

り、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎を築き、⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑するこ

とができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図ら

れ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送

ることができる社会。 
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串本町地域福祉計画 

 

２  
 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。

また、すべての子どもと子育て世帯を対象として、本町が推進する子育て支援施策の方向性

や目標を総合的に定める観点から、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」

に基づくこどもの貧困対策を勘案した子ども・子育て支援事業計画として一体的に策定しま

す。 

また、本計画は、上位計画である「串本町⻑期総合計画」や、その他関連計画、「⼦どもの

権利条約」が定めるあらゆる子どもの人権の尊重と子どもの最善の利益を考慮して策定して

います。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  
 

本計画の期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５か年とします。必要に応じて見直し

を行います。 

 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

令和６ 
年度 

令和７ 
年度 

令和８ 
年度 

令和９ 
年度 

令和 10 
年度 

令和 11 
年度 

          

  

国 

子ども・子育て支援制度 

和歌山県 

こども計画 

串本町長期総合計画 

子ども・子育て支援事業計画 

 

その他・関連計画 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

地域防災計画 

男女共同参画基本計画 

第２期計画 第３期計画 
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４  
 

本計画は、子どもと子育てをしている保護者や子育て支援に関わる関係機関・団体等を広

く対象とし、基本的に、⽣まれる前から乳幼児期を経て、⻘少年期に⾄るまでの、⼦ども・⻘

少年とその家庭とします。 

施策の内容により、必要に応じて対象の年齢に幅を持たせる等、柔軟な対応ができるよう

努めます。また、策定が努力義務となっている「こども基本法」に基づく、「こども計画」に

ついては、本計画では位置づけず、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向

けた考えを踏まえた計画とします。 

 

 

妊娠期・乳幼児期 

（０～５歳） 
 

青少年期 

（６～17 歳） 
 

青年期 

（18～おおむね 30 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こ
ど
も
計
画 

本
計
画 
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第２章 串本町を取り巻く現状 

１ 

 

（１） 人口の状況 

 

①人口の推移 

人口の推移をみると、年々減少傾向にあり、令和６年では、14,144 人と令和２年から 1,485

人減少しています。年齢３区分別人口割合をみても、高齢者人口が 48.1％と少子高齢化が進

行していることがわかります。 
 

■総人口と年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住⺠基本台帳（各年４⽉１⽇） 

1,275 1,243 1,213 1,112 1,044

7,181 7,020 6,798 6,539 6,296

7,173 7,115 7,014 6,874 6,804

15,629 15,378 15,025 14,525 14,144

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）

8.2 8.1 8.1 7.7 7.4

45.9 45.6 45.2 45.0 44.5

45.9 46.3 46.7 47.3 48.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

(％)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

 

高齢化率 
が 50％に 

近づく 
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②児童人口の推移 

17 歳以下の人口の推移についてみると、総人口同様に年々減少傾向にあり、令和６年で

1,328 人と令和２年から 244 人減少しています。 

令和２年を基準にした減少率をみると、0 歳の減少が続いており、その影響から 5 歳まで

の人口が 5 年間で減少が続いています。 

 

■児童（０～17 歳）人口総数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■児童（０～17 歳）人口の令和２年を基準とした減少率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住⺠基本台帳（各年４⽉１⽇） 

  

0.61

0.71

0.70

0.85

0.85

0.96

0.96

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0歳

1・2歳

3～5歳

6～8歳

9～11歳

12～14歳

15～17歳

62 53 49 41 38127 128 127 101 90

250 245 206 189 174

265 244 256 239 226

282 283 265
265 239

289 290 310
277

277

297 285 253
278 284

1,572 1,528 1,466
1,390 1,328

0

500

1,000

1,500

2,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0歳 1・2歳 3～5歳 6～8歳 9～11歳 12～14歳 15～17歳

（人）
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（２） 人口動態 

 

①自然増減（出生・死亡）の推移 

自然増減（出生・死亡）をみると、出生数の減少が続き、死亡数が増えていることから自

然減少が続いています。高齢化率が高くなっていることから死亡数が減少することは考えに

くく、出生数の増加が自然増減に影響すると考えられます。 

 

■自然増減（出生・死亡）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：串本町こども未来課 

 

②社会増減（転入・転出）の推移 

社会増減（転入・転出）をみると、転出数が転入数を上回っている状況です。しかしなが

ら、転入数が令和３年で減少に転じているものの、横ばいに推移していることもあり、大き

な社会減少にはなっていません。 

 

■社会増減（転入・転出）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：串本町こども未来課 

64 65 49 43 43

-314 -304 -312 -343 -366

-250
-239

-263
-300

-323

-400

-200

0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

出生数 死亡数 自然増減

（人）

368 390 420
372

319

-539 -507
-465

-517

-414

-171
-117

-45

-145

-95

-600

-100

400

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

転入者数 転出者数 社会増減

（人）
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③婚姻率・離婚率の推移 

婚姻率・離婚率についてみると、婚姻数は年々減少傾向にあり、婚姻率も国や県と比較し

て低くなっています。一方、離婚数をみると令和４年で減少しているものの、離婚率につい

ては、国や県よりも高くなっています。 

 

■婚姻率の推移               ■離婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：和歌山県人口動態統計 

 

④未婚率の推移 

未婚率の推移についてみると、平成 22 年から比較すると、各年齢層で未婚率が高くなっ

ていることがわかります。女性の 30〜34 歳では、平成 27 年と同程度となっていますが、

35〜39 歳ではこれまでより高くなっています。 

 

■男性の未婚率の推移           ■女性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

  

27 29
23

1.8

2.0

1.61.7 1.6

1.5

1.6
1.5

1.5

1.0

1.3

1.6

1.9

2.2

0

25

50

75

100

125

150

令和２年 令和３年 令和４年

離婚件数 離婚率（串本町）

離婚率（和歌山県） 離婚率（全国）

（件） （件/千人）

41
36

28

2.8
2.5

2.0

3.8
3.6

3.6

4.3
4.1

4.1

0.0

0.8

1.5

2.3

3.0

3.8

4.5

0

25

50

75

100

125

150

令和２年 令和３年 令和４年

婚姻件数 婚姻率（串本町）

婚姻率（和歌山県） 婚姻率（全国）

（件） （件/千人）

87.7

56.5

34.8
30.0

20.3 23.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

（％）
【女性】

平成22年 平成27年 令和２年

94.6

72.5

56.4

43.1
37.4

34.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

（％）
【男性】

平成22年 平成27年 令和２年
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（３） 世帯・就業の状況 

 

①世帯数と１世帯あたりの人数 

世帯数と１世帯あたりの人数についてみると、世帯数は年々減少傾向にあります。１世帯

あたりの人数については、横ばいに推移しています。 

 

■世帯数と１世帯あたりの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：政府統計（住⺠基本台帳） 

 

②ひとり親世帯の推移 

ひとり親世帯の状況についてみると、平成 22 年と比較すると、令和２年で 94 世帯と減

少しています。ひとり親世帯の割合については、国、県よりも高くなっています。 

 

■ひとり親世帯の推移           ■ひとり親世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

8,547 8,444 8,339 8,192 8,012

1.85 1.83 1.82 1.80 1.78

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

世帯数 一世帯あたりの人員

（世帯） （人/世帯）

104
122

84

17
15

10

121
137

94

0

30

60

90

120

150

平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯 父子世帯

（世帯）

9.4

12.4

10.9

8.6 9.0 8.6

6.5 6.6
6.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

平成22年 平成27年 令和２年

串本町 和歌山県 全国

（％）

 

1世帯 
あたりの
人数が少

ない 
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③女性の年齢別就業率 

女性の年齢別就業率についてみると、30-34 歳で低くなっており、25-34 歳でみると、国、

県よりも低くなっています。 

経年比較でみると、平成 22 年以降、40-44 歳を除く、どの年齢層で就業率は上昇傾向に

あります。 

 

■女性の年齢別就業率（国、県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年時点） 

■女性の年齢別就業力率（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

  

10.8

70.2
76.7

70.2 77.2 76.5
83.8

76.6
72.7

60.4

0.0

30.0

60.0

90.0

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳

（％）

串本町 和歌山県 全国

10.8

70.2
76.7

70.2
77.2 76.5

83.8
76.6

72.7

60.4

0.0

30.0

60.0

90.0

15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳

（％）

令和２年 平成27年 平成22年
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（４） 認定こども園、小学校の状況 

 

①認定こども園の状況 

本町の認定こども園の状況についてみると、園児は年々減少傾向にあります。令和２年度

時点と比較すると各園で減少傾向となっています。 

 

■認定こども園の状況 

園名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

全
体 

町立くしもとこども園 141 142 128 112 117 

上野山こども園 144 134 135 105 95 

町立潮岬こども園 31 33 30 35 24 

広
域 

町立くしもとこども園 1 1 1 2 1 

上野山こども園 8 8 4 3 2 

町立潮岬こども園 1 2 1 0 0 

合計 326 320 299 257 239 

資料：串本町こども未来課 

 

②小学校の状況 

本町の小学校の状況をみると、児童は年々減少傾向にあります。特に串本小学校では大きく減

少しています。 

 

■小学校の状況 

学校名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

串本西小学校 41 41 39 39 36 

串本小学校 101 90 77 80 68 

潮岬小学校 157 148 149 144 140 

出雲小学校 28 26 32 33 35 

大島小学校 31 31 35 29 26 

橋杭小学校 58 54 55 48 34 

西向小学校 46 49 43 42 34 

田原小学校 14 14 14 18 16 

古座小学校 68 68 72 69 71 

合計 544 521 516 502 460 

資料：串本町こども未来課 

  



 

12 

 

２ 

 

（１） ニーズ調査実施概要 

子ども・子育て支援事業計画が令和６年度に目標年次を迎えるため、今後の子育て分野の

方向性を見直す「第３期串本町子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けた基礎資料とし

て、お子さんがいる家庭を対象に、子育てに関する生活実態、ご要望・ご意見などのニーズ

調査を実施しました。 

 

種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 339 件 191 件 56.3％ 

小学生児童 375 件 305 件 81.3％ 

 

（２） ニーズ調査実施結果 

ニーズ調査結果から、保護者の状況を抜粋しています。 

 

① 回答者について 

 

１）回答者の状況                       ２）配偶者（パートナー）がいない 

 

 

 

  

 

 

３）子育てを主に行っている人 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童：⺟親 

８８.５％ 

⼩学⽣児童：⺟親 

８６.９％ 

就学前児童： 

９.９％ 

小学生児童： 

１８.４％ 

就学前児童：⽗⺟ともに 

６６.０％ 

小学生児童：⽗⺟ともに 

６１.６％ 

〈まとめ〉 

○配偶者（パートナー）がいない人は小学

生児童保護者の方が高くなっています。 

○⼦育てを主に⾏っている⼈は⽗⺟とも

にという回答が高くなっています。 
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□回答者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

□配偶者（パートナー）がいない 

 

 

 

 

 

 

 

 

□子育てを主に行っている人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.0 

61.6 

29.8 

31.5 

1.0 

1.3 

0.5 

2.3 

2.6 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

（N=191）

小学生児童

（N=305）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 不明・無回答

86.9 

78.4 

9.9 

18.4 

3.1 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童

（N=191）

小学生児童

（N=305）

配偶者（パートナー）がいる 配偶者（パートナー）はいない

不明・無回答

88.5 

86.9 

8.4 

8.9 

0.0 

1.0 

3.1 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

（N=191）

小学生児童

（N=305）

母親 父親 その他 不明無回答
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②保護者の就労状況 

 

１）⺟親のフルタイムでの就労状況（前回調査時との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）⺟親のフルタイム以外の就労状況（前回調査時との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈まとめ〉 

○前回調査時と⽐較しても、⺟親の就労率は⾼くなっていることがわかります。 

○特に、小学生児童の保護者の場合、フルタイムで働いている人が半数以上と就労率が高く

なっています。 

○父親の就労状況は、前回調査時と同様にフルタイムでの就労が高く、この状況から共働き

家庭が多くなっていることがわかります。また、共働き家庭が増えていることから、⽗⺟

ともに子育てを行っていると答えた割合が高くなっている要因であるとも考えられます。 

 

 

  

〈就学前〉前回調査 

３３.９％ 

〈⼩学⽣〉前回調査 

４６.３％ 

〈就学前〉今回調査 

３６.６％ 

〈⼩学⽣〉今回調査 

５１.９％ 

〈１週間の就労日数・時間〉 

就労日数：５日 

就労時間：８時間 

※就学前、小学生ともに 

〈就学前〉前回調査 

３２.９％ 

〈⼩学⽣〉前回調査 

３４.９％ 

〈就学前〉今回調査 

３５.１％ 

〈⼩学⽣〉今回調査 

３６.５％ 
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51.9 

46.3 

0.3 

1.7 

36.5 

34.9 

1.0 

0.9 

8.9 

13.9 

1.4 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（N=293）

前回調査

（N=352）

フルタイムで就労中

フルタイム就労だが、産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で就労中

フルタイム以外の就労だが、産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

36.6 

33.9 

6.8 

6.3 

35.1 

32.9 

4.2 

0.3 

13.6 

21.7 

1.6 

2.1 

2.1 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（N=191）

前回調査

（N=286）

フルタイムで就労中

フルタイム就労だが、産休・育休・介護休業中

フルタイム以外で就労中

フルタイム以外の就労だが、産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

 

□就学前児童の⺟親就労状況（前回調査時との⽐較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□⼩学⽣児童の⺟親就労状況（前回調査時との⽐較） 
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③保護者の親族の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈まとめ〉 

○子育てにおける親族、友人・知人の支えは子育てに対する負担感に影響します。 

○ニーズ調査の結果では、日常的または緊急時や用事の際にみてもらえる親族がいる家庭が

多いことがわかります。また、祖⽗⺟が近居している割合も⾼く、なんらかの形で支えが

あることが伺えます。 

○一方で、みてもらえる人がいない家庭は就学前児童、小学生児童ともに約１割となってお

り、祖⽗⺟と同居・近居していない家庭の割合は就学前で約３割、⼩学⽣児童で約２割と

なっています。 

 

  

緊急時もしくは用事の際
にみてもらえる 
 
〈就学前〉 

５３.９％ 
〈⼩学⽣〉 

４９.８％ 

祖⽗⺟ともに近所に住ん
でいる 
 
〈就学前〉 

３７.２％ 
〈⼩学⽣〉 

４３.６％ 

みてもらえる親族・友人・
知人がいない 
 
〈就学前〉 

１0.５％ 
〈⼩学⽣〉 

８.２％ 

祖⽗⺟と同居・近居して
いない 
 
〈就学前〉 

２７.２％ 
〈⼩学⽣〉 

１８.４％ 
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□日常的もしくは緊急時にみてもらえる人がいるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□祖⽗⺟と同居・近居しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.0 

53.9 

4.7 

11.5 

10.5 

3.1 

42.3 

49.8 

5.2 

17.7 

8.2 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえ

る友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

就学前児童（N=191） 小学生児童（N=305）

4.2 

3.1 

37.2 

27.2 

27.2 

0.5 

2.6 

8.2 

5.6 

43.6 

21.3 

18.4 

1.6 

3.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

祖父母のどちらとも一緒に住んでいる

祖父母のどちらかと一緒に住んでいる

祖父母のどちらともが近所に住んでいる

祖父母のどちらかが近所に住んでいる

祖父母と同居・近居をしていない

その他

不明・無回答

就学前児童（N=191） 小学生児童（N=305）
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35.1 

43.0 

49.7 

31.8 

13.1 

21.3 

2.1 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

（N=191）

前回調査

（N=286）

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 不明・無回答

 

④育児休業等の取得状況（就学前児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈まとめ〉 

○子育てにおける育児休業の取得については、これまで取得できていないことが課題となっ

ていました。しかし、前回調査時と⽐較すると取得している⺟親が増え、現在では約半数

の⺟親が取得した（取得中である）となっています。 

○そのため、子育てを機に離職する人が減少していることで、共働き世帯が増えていると考

えられます。 

○父親の育児休業取得についても、数ポイントながら上昇している傾向があり、制度の利用

が促進されていることがわかります。 

○一方で、職場への復帰のタイミングや働き方を変更せざるを得ない状況により、フルタイ

ムからの転換を強いられるケースがあるなど、より一層企業への理解促進が必要です。 

 

□⺟親の育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取得した（取得中である） 

〈今回調査〉 

４９.７％ 

働いていなかった 

〈今回調査〉 

３５.１％ 

働いていなかった 

〈前回調査〉 

４３.０％ 

取得した（取得中である） 

〈前回調査〉 

３１.８％ 

 

父親の取
得も少し
増えた 
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⑤相談できる人の状況 

 

 

 

 

 

 

 

□相談できる人・場所（就学前児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「児童相談所」の選択肢は今回のみ。 

「保育所（園）、学校」は前回「保育教諭・保育士」の選択肢。 

  

77.0 

75.4 

5.2 

7.3 

12.0 

38.2 

0.0 

6.8 

4.7 

1.0 

0.5 

0.5 

3.7 

74.8 

76.9 

7.7 

12.6 

15.7 

30.1 

0.0 

5.9 

0.3 

3.8 

2.1 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

祖父母等の親族

友人・知人

近所の人

子育てサークル・ＮＰＯ・子育て支援施設

保健所・保健福祉センター

保育所（園）、学校

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

町の子育て関連担当窓口

児童相談所

相談できる人がいないまたは場所がない

その他

不明・無回答

今回調査（N=191） 前回調査（N=286）

相談できる人 
 
〈就学前〉親族 

７７.０％ 
〈⼩学⽣〉友⼈・知⼈ 

７４.８％ 

相談できる場所 
 
〈就学前〉保育所（園）、学校 

３８.２％ 
〈⼩学⽣〉保育所（園）、学校 

２３.０％ 
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□相談できる人・場所（小学生児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「児童相談所」の選択肢は今回のみ。 

「保育所(園)、学校」は前回「幼稚園・小学校教諭」の選択肢。 

 

〈まとめ〉 

○相談できる人については、親族や友人・知人が最も多くなっています。第２期計画からの

傾向に大きな変化はありませんでした。 

○子どもの年齢が高くなるにつれ、友人・知人の割合が親族よりも高くなる傾向があります。 

○相談できる場所については、保育所（園）・学校など、日ごろから子どもに関係した場所が

多くなる傾向があります。 

  

72.8 

74.8 

7.2 

1.6 

7.2 

23.0 

0.0 

7.5 

1.0 

0.7 

2.0 

3.6 

3.9 

69.2 

79.5 

7.0 

3.0 

1.6 

29.7 

0.5 

7.6 

0.8 

3.0 

1.6 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

祖父母等の親族

友人・知人

近所の人

子育てサークル・ＮＰＯ・子育て支援施設

保健所・保健福祉センター

保育所（園）、学校

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

町の子育て関連担当窓口

児童相談所

相談できる人がいないまたは場所がない

その他

不明・無回答

今回調査（N=305） 前回調査（N=370）
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３ 

 

本町の子育てに関わる関係機関、団体に対してアンケート調査を実施し、子育て施策に関

して感じることを回答していただいています。回答内容については、一部抜粋として、全体

の傾向を記載しています。 

 

 

 

現在の活動（運営）状況におい

て、課題と感じることは何です

か。 

○保育士、学童支援員とも就職を希望する人材

が不足している 

○少子化が進行するなかでどのように教育・保

育施設を運営していくのか 

○家庭や子どもの実情を把握すること 

これまで関わった子どものう

ち、背景に貧困が伴うと考える

子どもの状況についてお答えく

ださい。 

○教材費や修学旅行費など学校教育に係る支

出については配慮する必要 

○身なりの不衛生さなど生活面が影響してい

ることがわかる 

○自己肯定感の低さや将来への期待感の低さ

を感じた 

本町は、子どもや保護者が地域

で子育てしやすい環境にあると

感じますか。 

○様々な取組みがなされているなか、地域に浸

透していないことの方が大きいと感じる 

○子育てしやすい環境にあると感じる部分も

ある 

○公園やイベントなどがあればよいと思う 

子ども・子育て支援について、施

策に対するご要望やご提案があ

ればお答えください。 

○経済的な支援に合わせて、健康維持に係る

「医療体制の整備」が必要だと思う 

○まちぐるみで保護者と子どもを見守る体制、

相談できる体制が必要だと思う 

○少子化問題が深刻化していることから、結婚

出産の支援に力を入れる必要がある 

○こども園や子育て世代包括支援センター、各

関係機関の連携に合わせて、福祉と教育の連

携も必要だと思う 

 

  

１ 

２ 

３ 

４ 
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４ 

 

（１） 教育・保育の量の検証 

第２期計画における教育・保育の量の見込みについて、各年度の実績と比較しています。 

１号から３号認定まで、見込みと比較すると、実績が下回っています。 

 

□１号認定（３〜５歳）                           （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 45 42 38 37 34 

② 実 績 40 31 23 28 17 

①-② 5 11 5 9 17 

 

□２号認定（３〜５歳）                           （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 202 192 174 163 163 

② 実 績 188 192 167 149 149 

①-② 14 0 7 14 14 

 

□３号認定（０歳）                             （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 31 30 27 24 22 

② 実 績 9 8 8 6 7 

①-② 22 22 19 18 15 

 

□３号認定（１、２歳）                           （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 102 102 101 100 99 

② 実 績 79 78 95 69 63 

①-② 23 24 6 31 36 
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（２） 地域子ども・子育て支援事業の量の検証 

 

①延⻑保育事業 

延⻑保育事業をみると、⾒込みに対して、実績が下回っており、本計画において見込み方

を検討する必要があります。 
 

■延長保育事業                            （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 915 906 897 888 879 

② 実 績 372 257 388 416 - 

①-② 543 649 509 472 - 

 

②放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）をみると、見込みに対して、実績が上回っ

て推移しており、低学年では変動があるものの、見込みよりも大きく上回っています。 
 

■放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）              （単位：人） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 
低学年 109 109 106 105 103 

高学年 35 34 34 31 31 

② 実 績 
低学年 132 117 133 128 114 

高学年 36 45 42 42 37 

①-② 
低学年 -23 -8 -27 -23 -11 

高学年 -1 -11 -8 -11 -6 

 

③子育て短期支援事業 

子育て短期支援事業をみると、見込みに対して、実績が下回っており、見込みの範囲内で

対応できていることがわかります。 
 

■子育て短期支援事業                         （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 27 26 26 25 24 

② 実 績 11 3 0 2 - 

①-② 16 23 26 23 - 
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④地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援拠点事業をみると、見込みに対して、実績が下回っています。新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響などから実績に変動があります。 
 

■地域子育て支援拠点事業                       （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 442 437 433 428 424 

② 実 績 404 289 159 235 - 

①-② 38 148 274 193 - 

 

⑤一時預かり事業 

一時預かり事業については、それぞれ幼稚園型とそれ以外の見込みを立てています。見込みに

対して、おおむね実績が下回っていますが、幼稚園型以外では、実績に変動があります。 
 

■一時預かり事業（幼稚園型）                     （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 1,269 1,206 1,146 1,088 1,034 

② 実 績 56 79 10 180 - 

①-② 1,213 1,127 1,136 908 - 

 

■一時預かり事業（幼稚園型以外）                   （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 320 306 290 275 267 

② 実 績 100 421 149 238 - 

①-② 220 -115 141 37 - 

 

⑥病児・病後児保育事業 

病児・病後児保育事業をみると、見込みに対して、実績が下回っており、見込みの範囲内

で対応できていることがわかります。 
 

■病児・病後児保育事業                        （単位：人日） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 200 200 200 200 200 

② 実 績 51 62 93 66 - 

①-② 149 138 107 134 - 
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⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）においては、本町では

実施していないため、実績もありません。 
 

■子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）     （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 0 0 0 0 0 

② 実 績 0 0 0 0 0 

①-② 0 0 0 0 0 

 

⑧利用者支援事業 

利用者支援事業については、平成 29 年度より「りぼん」で事業を実施しており、見込み

に対する体制は確保できています。 
 

■利用者支援事業                           （単位：か所） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 1 1 1 1 1 

② 実 績 1 1 1 1 1 

①-② 0 0 0 0 0 

 

⑨妊婦健康診査 

妊婦健康診査については、全妊婦が健診を受診できるよう事業を実施しています。見込み

に対して、実績が下回っているのは、妊婦の数の減少が影響しています。 
 

■妊婦健康診査                             （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 68 65 63 60 58 

② 実 績 57 46 44 34 - 

①-② 11 19 19 26 - 
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⑩乳児家庭全⼾訪問事業 

乳児家庭全⼾訪問事業については、全⼾訪問できるよう事業を実施しています。⾒込みに

対して、実績が下回っているのは、出生数の減少が影響しています。 
 

■乳児家庭全戸訪問事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 57 56 55 53 52 

② 実 績 52 46 38 38 - 

①-② 5 10 17 15 - 

 

⑪養育支援訪問事業 

養育支援訪問事業についてみると、見込みに対して、令和４年度以降、実績が上回って推

移しており、本計画において見込み方を検討する必要があります。 
 

■養育支援訪問事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①見 込 み 10 9 9 8 8 

② 実 績 5 6 12 25 - 

①-② 5 3 -3 -17 - 

 

 

※実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な事業者の参入促進・能力活用事業については、

本町において実施実績はありません。 
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（３） 基本目標に基づく施策の評価検証 

第２期計画の基本目標に基づく 13 の施策ごとに評価検証を行っています。評価検証結果

については下記の通りです。 

 

基本目標１ 地域で子ども・子育てを支援する環境づくり 

 

施策１）子どもの健全育成活動の推進 

 

 

○令和２年度子育て支援センター「りぼん」

が開設となり、保護者からの相談窓口や交

流の場（ひろば）となっている。 

○子どもの居場所づくり事業として、「ふれあ

いルーム」、「コミュニティ教室」を実施し

ている。 

○全小中学校に学校運営協議会が設置され、

コミュニティスクール活動が行われてい

る。 

 

▼より気軽にひろばが利用でき、保護者が相

談できる環境づくりを進める。 

▼学習等指導員の継続的確保、学童との連携

が課題となる。 

▼コーディネーター同士の情報交換、高齢化

による人材確保、活動参加者の確保が課題

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２）地域における子育て支援サービスの充実 

 

 

○妊娠期から 18 歳までの相談支援を子育て

世代包括支援センターで行っていることを

周知徹底してきた成果がでている。 

○子育てガイドブックを町ホームページに掲

載している。 

○串本町⺠⽣委員児童委員協議会と連携し相

談・支援体制をとっている。 

 

▼出生数が減少するなかで親子が求めている

支援をきめ細やかに迅速に行える相談体制

を考える。 

▼住⺠のそれぞれの⽴場への⼦育て⽀援への

啓発活動が必要となっている。 

▼⺠⽣委員・児童委員や主任児童委員の役割

が理解されていないように感じ、理解促進

を図る必要がある。 

実施内容 実施課題 

実施内容 実施課題 

大幅に進んで

いる

7.1%

少しは進んでいる

60.7%

あまり進んで

いない

25.0%

まったく進んで

いない

3.6%

不明・無回答

3.6%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 
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施策３）地域での子育て支援ネットワークの推進 

 

 

○令和５年度からは⽉〜⽊まで週４⽇、ひろ

ばを開設し、子育て親子の交流の場の提供

ができた。 

○和歌山信愛大学と串本高校の生徒がボラン

ティアとして活動に参加した。 

 

▼令和２年度から令和６年度まで子育てサー

クル活動は行っておらず、サークルの育成

の促進が必要となっている。 

▼イベントなどを計画して地域の人との関わ

りを増やしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４）子育てを支援する生活環境の整備 

 

 

○くしもとこども園跡地に新たな公園を整備

する予定であることや現在の公園設備の維

持を行っている。 

○子育てガイドブックにおいて、おむつ替え

のできるトイレのある場所等を掲載し情報

提供を行っている。 

○小学校６年生の理科の授業等で南紀熊野ジ

オパークセンターを活用している。 

○各校で児童生徒・保護者に対し情報モラル

や SNSの利用についての授業・講演を実施

している。 

 

▼子育て世代以外への情報提供や必要性に応

じた情報提供が求められている。 

▼情報モラルや SNS の利用についての講演

などを実施しているものの保護者の参加率

が低くなっている。 

実施内容 実施課題 

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

10.7%

少しは進んでいる

67.9%

あまり進んで

いない

21.4%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

3.6%

少しは進んでいる

64.3%

あまり進んで

いない

25.0%

不明・無回答

7.1%

n=28
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基本目標２ ⼦どもの健やかな成⻑を⽀える環境づくり 

 

施策５）⼦どもや⺟親の健康の確保 

 

 

○乳幼児健診前には、受診児・家庭における

情報収集を行い、健診当日関係者で事前カ

ンファレンスを行って診察・問診・指導で

きるよう体制を整えている。 

○健診後のフォローとして、親子教室や療育

訓練会、巡回相談等を紹介、参加時には同

行するようにし、切れ目なく支援を実施し

ている。 

○10 か月児健診時にブックスタートおすす

め隊員による絵本の読み聞かせを実施し、

２冊の絵本をプレゼントしている。 

 

▼少子化に伴う健診体制の見直しが必要とな

っている。 

▼教室・講演会の参加者が減るなかで必要な

情報発信、訪問、相談を行うことが必要と

なっている。 

▼読み聞かせについては、役場ホームページ、

図書館での掲示、こども園への周知を行っ

ているが参加人数は減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、あまり進んでい

ないが高く、施策が進んでいないと感

じる割合が高くなっています。 

少しは進んでいる

35.7%

あまり進んで

いない

57.1%

まったく進んで

いない

3.6%

不明・無回答

3.6%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

25.0%

少しは進んでいる

67.9%

不明・無回答

7.1%

n=28
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施策６）食育の推進 

 

 

○こども園の「給食だより」などで食に関す

る知識の普及・啓発を行っている。 

○学校栄養士を講師とした出前授業を実施

し、「食」についての指導を行っていること

に合わせて、食育推進委員とも連携をとっ

て食育事業を実施している。 

 

▼出生数が減少し、離乳食教室の対象者が減

少していることから、教室の運営について

実施方法を検討する必要がある。 

▼出前授業はすべての学校で実施できたわけ

ではなく、全校で実施を目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７）親育ちの支援 

 

 

○広報やリーフレットを配布し、ひとり親家

庭等に対する各種制度の周知に努め、必要

な情報提供を行っている。 

○児童手当、児童扶養手当・父子家庭を対象

とした児童扶養手当、特別児童扶養手当、

乳幼児医療費助成事業、ひとり親家庭の医

療費助成事業については継続している。 

 

▼特定妊婦やハイリスク妊婦は増加傾向であ

り、引き続き家庭支援の推進が必要となっ

ている。 

▼医療費の自己負担分無料化の対象を高校生

まで広げるかが今後の検討課題となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 実施課題 

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、施策が進んでい

ると感じる割合と進んでいないと感じ

る割合が同等になっています。 

大幅に進んでいる

7.1%

少しは進んでいる

42.9%
あまり進んで

いない

42.9%

不明・無回答

7.1%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

一方で進んでいないと感じる割合も３

割台となっています。 

大幅に進んでいる

7.1%

少しは進んでいる

50.0%

あまり進んで

いない

35.7%

不明・無回答

7.1%

n=28
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施策８）要支援家庭への対応等きめ細やかな取組み 

 

 

○児童虐待に関する実務者会議を定期的に開

催するとともに、個々のケースについては、

支援状況に関する情報共有及びケース検討

会を必要に応じて開催している。 

○オレンジリボンキャンペーンにおいて庁舎

ホールに啓発用ツリーを展示した。 

○発達に気がかりのある児に対しては、各種

健診の機会を捉え、保護者と信頼関係をつ

くりながら親子教室や発達相談、療育相談

につなげている。 

 

▼泣き声通告や面前 DV 通告など内容によっ

ては、児童相談所から町単独での対応を求

められる場合がある。 

▼従来の体制を維持する関係機関との一層の

連携強化が必要となっている。 

▼通級指導教室担当者研修を実施するなか

で、多くの先生方に参加してもらえるよう

働きかけていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策９）信頼される学校づくりの推進 

 

 

○全小中学校に学校運営協議会が設置され、

学校と地域の情報共有がされている。 

○各小中学校で学校施設の開放がされてい

る。 

○各園で就学説明会を実施し、小学校に入学

した後の学びの場についての説明を行って

いる。 

 

▼学校運営協議会委員の高齢化による人材確

保と意識醸成が課題となっている。 

▼幼小連携について学校の立地場所や地域で

差があり、どの学校とも実施できるよう計

画していく必要がある。 

▼特別な支援が必要な子どもへの支援につい

ては、こども園との連携に課題があり、必

要な情報が得られないこともある。 

 

  

実施内容 実施課題 

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

10.7%

少しは進んでいる

57.1%

あまり進んで

いない

28.6%

不明・無回答

3.6%

n=28
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施策 10）子どもの豊かな心の育み支援 

 

 

○スクールカウンセラーを配置し、カウンセ

リングを実施している。 

○不登校支援として教育支援ルームを設立し

対応している。 

○ジェンダーに関わっている外部講師を招聘

し、児童生徒に対して考える授業を実施し

ている。 

 

▼家庭教育へのアウトリーチのような取組み

の検討が課題である。 

▼ケース会議等にも参加できる体制づくりを

していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 11）子どもの安全及び防犯の確保 

 

 

○チャイルドシート購入費の補助をしてい

る。 

○和歌山県警ひまわり隊と連携し、交通安全

教室を実施している。 

○防犯カメラの設置をはじめ、防犯啓発物品

の配布、防犯灯の設置・修繕の補助をして

いる。 

 

▼電気料金の高騰や町内全体の人口減少によ

り、防犯灯の維持にかかる地区の財政負担

が段階的に大きくなっている。 

▼ケース会議等にも参加できる体制づくりを

していく必要がある。 

 

  

実施内容 実施課題 

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

21.4%

少しは進んでいる

57.1%

あまり進んで

いない

17.9%

不明・無回答

3.6%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

14.3%

少しは進んでいる

53.6%

あまり進んで

いない

25.0%

不明・無回答

7.1%

n=28
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基本目標３ 子育てと仕事を両立できる環境づくり 

 

施策 12）子育てと仕事が両立できる就労環境の充実 

 

 

○年次有給休暇取得促進期間の 10 月に庁舎

入口のデジタルサイネージに厚生労働省の

パンフレットを表示、啓発している。 

○国からのポスター、パンフレット等を妊娠

届出時に配布に合わせて、職員向けの育児

休業等の制度に関するリーフレットを作成

した。 

 

▼労働時間の短縮について、対外的にどのよ

うな手法を用いて啓発するべきか検討する

必要がある。 

▼育児休業取得に向けて、職種による違いが

でていることから環境整備が課題となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

大幅に進んでいる

10.7%

少しは進んでいる

53.6%

あまり進んで

いない

28.6%

不明・無回答

7.1%

n=28

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、少しは進んでい

るも含めると、施策が進んでいると感

じる割合が高くなっています。 

一方で進んでいないと感じる割合も３

割台となっています。 

大幅に進んでいる

7.1%

少しは進んでいる

50.0%

あまり進んで

いない

35.7%

不明・無回答

7.1%

n=28
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施策 13）男女共同参画の視点に立つ家庭生活の実現 

 

 

○町広報を用いて、ワーク・ライフ・バラン

スの推進について啓発を行った。 

○男女共同参画をテーマにした講演会を実施

し、来場者に対して啓発物品を配布するな

ど、男女共同参画に対する意識の向上を図

った。 

 

▼働き方や価値観が多様化し、ワーク・ライ

フ・バランスはますます重要視されるなか

で、認知度はまだまだ低いと思われる。 

▼男⼥共同参画の意識向上のためには、⻑期

的な視野を持って、啓発活動を継続する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 実施課題 

団体アンケートでは 

団体アンケートでは、施策が進んでい

ると感じる割合と進んでいないと感じ

る割合が同等になっています。 

少しは進んでいる

50.0%

あまり進んで

いない

42.9%

不明・無回答

7.1%

n=28
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５ 

 

（１） 児童数の減少と少子化対策の重要性 

本町における児童数は減少傾向にあります。特に、令和２年以降、新型コロナウイルス感

染症の拡大を要因とした全国的な出生数の減少の影響も受け、平成 28 年まで 90 人前後で

推移していた出生数も令和６年で 38 人と半数以下となっています。 

出生数の減少により、継続実施してきた事業でも対象者が少なくなることで実施できなく

なり、子育てしやすい環境づくりに大きく影響する可能性があります。 

今後は、少⼦化対策として、従来の施策と視点を変えた中⻑期を意識した施策検討が必要

となります。 

 

（２） ニーズ調査等からわかる保護者の変化 

ニーズ調査結果を踏まえると、育児休業を取得する保護者が第 1 期計画から増えているこ

とがわかり、育児休業制度の定着促進に合わせて、社会情勢が後押しして成果がでているの

ではないかと考えられます。そのため、⼦育てを機に退職する⺟親が減り、共働き世帯が増

えたことにより、主に⼦育てをする⼈はだれかという問いにおいても、「⽗⺟ともに」の割

合が上昇しており、共働きがゆえに、それぞれができる子育てをしているのではないかとも

推察されます。 

一方で、共働き世帯が増え、保育のニーズが高まり、放課後児童クラブの利用者が多くな

っていることから、保護者のニーズを捉えた体制整備がより一層必要となっています。 

 

（３） より地域の温もりで子が育つまちになるために 

児童の減少、保護者の状況変化に合わせて、全国的な少子高齢化の影響により、地域を支

える組織、人材に変化がみられる今日において、まちの状況を鑑みた新たな取組みが求めら

れていると考えられます。 

団体アンケート調査結果においても、子育てしやすいまちであると感じている人が多くな

っている⼀⽅で、施策があまり住⺠に伝わっていないことや⼦育ての実情に即した取組みが

必要であるといった意見もあります。 

少子化対策を見据え、子育て環境をよくするためにはより一層、地域で子育てができる環

境であることが重要となっています。 
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第３章 計画の基本的な方向性 

１  

 

 

 

地域の温もりで 

子が育つまち串本       
 

 

 

 

 

新制度に基づき、子ども・子育て支援事業計画がスタートし、10 年が経過しました。

その間、全国的な待機児童の解消に向けた取組みが進み、待機児童の問題は解決に向

かいつつあります。 

しかし、数値的な解消はみられても、保護者の就労状況の変化や出生数の低下、外

国に由来のある子どもの増加など、潜在的な課題が顕著化してきています。 

本町においても、例外ではなく、出生数は過去最低を更新しており、令和５年時点

で 50 人を下回っています。そんななか、教育施設の再編や小学１年生がいる家庭を対

象とした独自の訪問事業を開始するなど、子どもと子育て家庭のための取組みを進め

ています。 

今後は、子どもと子育て家庭の未来のために、地域でできる支えを積極的に推進す

るとともに、子育てを通じた地域の温もりが感じられるまちづくりを推進するべく、

第２期計画から基本理念を継承し、『地域の温もりで子が育つまち串本』の実現を目指

します。 
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２  

 

 

１ 

地域の温もりが感じられる 
 

多様化・複雑化した社会のなか、子どもたちはまちぐるみで見守っていかなければな

りません。本町では、まちぐるみで子どもたちを見守ることができる、子育て支援サー

ビスを推進し、特に地域における子育て支援ネットワークの充実を図ります。 

 

 

【施策１】地域における子育て支援サービスの充実 

【施策２】地域での子育て支援ネットワークの推進 

【施策３】信頼される学校づくりの推進 

 

 

２ 

子どもが心身ともに成長できる 
 

結婚・妊娠・出産・育児まで、すべてのライフステージにおける切れ目のない支援が

重要となっており、すべての⼦どもの健やかな成⻑の実現に向けて、妊娠期から継続し

た育児支援を推進します。 

また、ひとり親家庭、虐待にあった子どもや障がいのある子どもを養育している人な

ど、すべての子育てをする人々に対して、多様な子育て支援サービスを図っていきます。 

 

 

【施策４】子どもや母親の健康の確保 

【施策５】食育の推進 

【施策６】要支援家庭への対応等きめ細やかな取組み 
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３ 

子どもが希望を持って成長できる 
 

子どもが希望を持って成⻑できるよう、豊かな人間性と社会性を育み、たくましい心

身を育成するため、家庭や地域と連携を図りながら、魅力ある教育環境をつくります。 

また、次代の親の育成や家庭支援など、親育ち支援を推進します。 

 

 

【施策７】子どもの健全育成活動の推進 

【施策８】子どもの豊かな心の育み支援 

【施策９】親育ちの支援 

 

 

 

４ 

子育てしやすい環境をつくる 
 

子どもを安心して産み育てることができるような安全なまちにするため、子育てバリ

アフリーの視点を取り入れた地域の住環境、道路交通環境、公共施設や公共交通機関等

の整備等を推進します。 

また、男女共同参画社会が進むなか、男女ともに子育てをしながら働きやすい社会の

実現を目指します。 

 

 

【施策 10】子育てを支援する生活環境の整備 

【施策 11】子どもの安全及び防犯の確保 

【施策 12】子育てと仕事が両立できる就労環境の充実 

【施策 13】男女共同参画の視点に立つ家庭生活の実現 
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３  

 

 

 

地域の温もりで子が育つまち串本 
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第４章 施策の展開 

基本目標１  

 

１ 地域における子育て支援サービスの充実 

地域における子育て意識の向上を図るとともに、保護者にとって利用しやすい子育て支援

サービスの充実を図ります。また、有益な情報の提供や助言ができるよう、相談機能の強化

に努めます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  相談機能の充実 ○出産や育児不安、⼦どもの成⻑、発達、⾏動、

しつけ等、養育上の様々な問題、心配ごとにつ

いての相談に対して、きめ細やかな対応ができ

るよう、相談体制を充実させていきます。 

○主に、子育て世代包括支援センターを中心に、

相談しやすい関係を構築し、保護者の状況に応

じた支援を実施します。 

子育て世代包括

支援センター 

  子育て情報の充実 ○子育て支援サービスや各種の情報を集約した

情報誌を活用し、子育ての負担、不安の軽減を

図ります。 

○インターネット等への情報掲載等、あらゆる媒

体を通じて子育て支援情報を提供し、保護者が

必要な時に必要な情報を入手できるように努

めます。 

子育て世代包括

支援センター 

  地域における 

子育て支援意識 

の向上 

○みんなで取り組む子育て支援社会の形成に向

け、子育て家庭のみならず、単身者や子どもの

いない家庭も含め、全町⺠がそれぞれの⽴場で

子育て支援を考え、地域ぐるみで支えあう意識

や気運づくりに向けた啓発活動を実施します。 

子育て世代包括

支援センター 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  主任児童委員、 

民生委員・児童委

員活動の充実 

○健やかに子どもを産み育てる環境づくりを、社

会全体の課題として捉えて支援するために、主

任児童委員、⺠⽣委員・児童委員との連携を密

にし、地域における子育て相談・支援体制の充

実を図ります。 

○さらなる連携を強化するため、主任児童委員、

⺠⽣委員・児童委員の役割についての理解促進

のため、広報紙を活用した啓発活動を実施しま

す。 

子育て世代包括

支援センター 

 

 

２ 地域での子育て支援ネットワークの推進 

地域子育て支援拠点事業の充実を図るなど、気軽に集える場を提供し、子育てに関する情

報共有や不安の軽減・解消につなげます。また、地域の人材を積極的に活用し、子育てボラ

ンティアの育成に努めます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  地域子育て支援拠

点事業の充実 

○身近な場所に子育て中の親子が気軽に集まっ

て相談や交流ができるよう、交流の場の提供、

子育ての相談と援助の実施、情報の提供等を実

施します。 

子育て支援セン

ター 

  子育てサークル 

活動への支援 

○子育てへの悩みを共有し、気軽に相談のできる

場として、子育てサークルの育成を促進するた

め、サークル活動についての啓発活動に努めま

す。 

子育て支援セン

ター 

  子育てボランティ

アの育成 

○地域の人材を積極的に活用し、子育てを支援す

るため、ボランティアの発掘・育成に努めると

ともに、活動しやすい環境の整備に努めます。 

○関係団体等と連携し、イベントの場などを活用

した情報発信や環境づくりを推進します。 

子育て支援セン

ター 
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３ 信頼される学校づくりの推進 

子どもたちが自らの将来を切り開くための「生きる力」を育むことができるよう、子ども

一人ひとりに寄り添った学校教育を推進します。また、コミュニティ･スクールの機能を活

用し、地域の活力による本町の特色を生かした学校運営を行います。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  地域とともにある

学校づくりの推進 

○学校、家庭、地域がともに連携・協働しながら

⼦どもたちの豊かな成⻑を⽀えるため、コミュ

ニティスクール（学校運営協議会制度）を推進

します。 

教育課 

  学校施設の開放 ○各小・中学校の体育施設を開放し、子どもが心

身ともに健康に過ごせる環境を維持し、地域の

スポーツ振興、住⺠の交流の場となるよう、利

用促進を図ります。また、参加者の固定化を抑

制するため、多様な活用方法を検討します。 

教育課 

  安心・安全な学校

づくりの推進 

○学校で発生する可能性のある犯罪等の不測の

事態に対応するため、こども園、小・中学校で

作成されている安全管理マニュアルに基づき、

安全管理に関する取組みを実施します。 

○特に防災に関わる内容については、避難訓練の

実施方法、避難場所の点検、避難所運営等、近

い将来発生が予想されている「東海・東南海・

南海地震」に備えたものとなるよう検討しま

す。 

○安心して学校に通うことができるよう、啓発ボ

ードを自転車カゴ等に取り付け巡回し、子ども

たちが犯罪や事故に巻き込まれることがない

よう防犯対策を推進します。 

教育課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  こ・小・中連携の推

進 

○教育内容や指導法等について研修、協議を重

ね、こ・小・中連携について共通理解を図りま

す。 

○情報交流や研修の機会を拡大し、こども園、小・

中学校と連携しながら、教育内容の接続・充実

を図ります。 

○次代を担う子どもたちの育成のため、知・徳・

体のバランスの取れた力である「生きる力」を

育み、子育てと教育の一体的支援を推進しま

す。 

教育課 

  特別支援教育と支

援体制の充実 

○特別な支援が必要な子どもがその能力や特性

に応じた適切な教育を受けられるよう、こども

園と子育て世代包括支援センターの連携によ

り就学相談支援体制の充実を図ります。 

○子どもの可能性を最大限に伸ばし、社会的な自

立を支援していきます。また、系統的な指導を

行う上ではこども園、小・中学校の連携は不可

欠であり、情報交換の場やともに学ぶ場を増や

します。 

教育課 

  学校給食について ○全小・中学校を対象とした学校給食の充実に努

めます。 

○令和６年度から学校給食費の無償化を実施し

ています。 

教育課 
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基本目標２  

 

４ ⼦どもや⺟親の健康の確保 

妊娠期から乳幼児期にかけて、安心して子どもを産み育てることができるよう、各種健診

事業を通して、⼦どもや⺟親の健康を⾒守り、妊娠期からの切れ目のない⽀援を提供します。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  乳幼児健康診査・

歯科健診の推進 

○疾病や障がいの早期発見、早期対応を図るた

め、乳幼児⼀般健康診査や⻭科健診等、各成⻑

段階・特性に合わせた有効な健康診査を乳幼児

対象に行います。 

○健康診査時には、成⻑・発達・栄養・⼦育て等

に関する相談・保健指導を行うとともに、保護

者の健康状態や生活・育児状況を把握し、安心

して健全な子育てができるための支援を行い

ます。 

○健康診査の未受診者の把握に努め、すべての乳

幼児への保健サービスの提供を目指します。 

○未受診者については、家庭訪問や園訪問を通し

て子どもとの面接の実施に努めます。 

子育て世代包括

支援センター 

  産前・産後のサポ

ート教室・講習等

の保健情報の普及 

○保護者が出産、育児に必要な情報を得るため

に、各種教室や講座・講演会を通じた知識の普

及を図ります。 

○訪問指導や健康相談等の実施により、ニーズに

応じたきめ細やかな情報提供と有効な実践活

動の普及・啓発を図ります。 

子育て世代包括

支援センター 

  疾病等の予防・早

期発見の促進 

○感染症の発生及び蔓延を予防するために、予防

接種に関する正しい知識の普及を図り、予防接

種率の向上を目指します。 

○感染症予防の観点から、こども園、小学校、中

学校への周知を図り、適切な対応がとれるよう

努めます。 

子育て世代包括

支援センター 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  疾病等の予防・早

期発見の促進 

（前ページの続き） 

○妊産婦や乳幼児を対象とした健康診査の実施

及び健康診査後の事後フォロー等により、疾病

及び発育・発達上または養育上の問題の早期発

見に努め、適切な医療機関等への受診、相談の

勧奨により、早期対応を促進します。 

子育て世代包括

支援センター 

  不慮の事故防止対

策の推進 

○乳幼児の死亡原因の上位を占める誤飲、溺⽔、

転落、やけどといった不慮の事故を未然に防ぐ

ために、乳幼児健診等の場において、子どもの

発達段階に応じた事故防止対策についてパン

フレットなどを活用し、啓発を行います。 

○関係機関とも連携した事故防止及び適切な応

急処置等に関しての教育・情報提供の推進に努

めます。 

子育て世代包括

支援センター 

  ブックスタートの

実施 

○乳児のことばと心を育むためには、あたたかな

温もりのなかで優しく語りあう時間が大切で

す。「絵本」を介して、肌の温もりを感じながら

ことばと心を通わせるブックスタート事業を

継続実施します。 

○読み聞かせを行うためのブックスタートおす

すめ隊員の確保・育成に努めます。 

子育て世代包括

支援センター 

  絵本の読み聞かせ

活動の充実 

○本に親しみ、感情表現豊かな子どもが育つ環境

づくりを目指し、３歳以上の子どもを対象とし

た絵本の読み聞かせ活動の充実に努めます。 

○読み聞かせ会の周知方法を検討し、関係機関と

の連携によって、より多くの子どもが絵本とふ

れあえるよう努めます。 

教育課 

 

 

□こども家庭センター設置に向けた取組み 

すべての子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、実情の把握、相談対応を行い、児童福祉

機能を担う「子ども家庭総合支援拠点」と、母子保健機能を担う「子育て世代包括支援セン

ター」を統合した「こども家庭センター」を、令和９年度までに設置します。 
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５ 食育の推進 

栄養士による個別の栄養指導や離乳食についての講座を開催しています。また、給食につ

いての情報提供や⼦どもの成⻑段階に応じた適切な⾷に関する指導等を⾏います。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  食生活に関する啓

発の推進 

○乳幼児期は各健診時や離乳食教室で、妊産婦に

ついては産前・産後のサポート教室で栄養士に

よる指導を継続実施し、望ましい食生活の定着

を図り、健康的な生活習慣の形成を目指しま

す。 

○保育所の給食だよりなどにおいて食に関する

知識の普及・啓発を図り、家庭で健全な食生活

が営めるように支援します。 

子育て世代包括

支援センター 

こども未来課 

  「食」への関心の

醸成 

○給食や家庭科、総合的な学習の時間などの教育

課程において、食に関する知識と関心を醸成す

る教育を推進します。 

○学校給食センターと町内の学校とが連携した

「食育指導」の充実を図ります。 

教育課 
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６ 要支援家庭への対応等きめ細やかな取組み 

児童虐待に関する住⺠への啓発を⾏い、児童虐待が発⽣することがないよう引き続き防⽌

に努めます。また、障がいの有無にかかわらず、子ども一人ひとりの尊厳が守られ、障がい

のある子どもとその家庭が地域で安心して暮らすことができるよう、年齢や障がいの特性に

応じた適切な支援に取り組みます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  児童虐待防止ネッ

トワークの推進 

○福祉、教育、保健、医療、警察等で形成される

児童虐待防止ネットワークの強化により、児童

虐待防止を推進します。 

○虐待の事案に関しては、要保護児童地域対策推

進協議会を中心として、関係機関の密なる連携

のもと、町単独の対応が求められても速やかな

対応ができるように努めます。 

こども未来課 

  児童虐待等に関す

る啓発 

○児童虐待の発生予防や早期発見に向けて、地域

全体の意識が向上するように、子育て講演会な

どを通じた啓発活動を推進します。 

こども未来課 

  障がいを持つ子ど

もと発達に気がか

りのある子どもへ

の支援の推進 

○心身に障がいのある子どもの健全な発達を促

すため、早期療育体制の充実に努め、十分な保

育や教育を受けられるよう、関係機関の連携を

より一層に強化します。 

○発達に支援の必要な子どもや家庭に対して、個

人面談を通して親子教室や相談事業につなげ

る体制を整えます。 

○必要に応じて、通園の療育施設へとつなげ、こ

ども園への情報提供を行いながら、関連職種で

子どもの全体像を捉え、家庭をフォローできる

体制づくりを推進します。 

○保護者が育てにくいと感じている子どもへの

フォローや、家庭環境・親子関係にフォローが

いる家庭への支援、発達に関して気になる子ど

もの支援を強化します。 

子育て世代包括

支援センター 

  特別支援教育に関

する研修の充実 

○教職員や保育教諭等が、特別な支援が必要な子

どもに対する正しい知識と理解を持つために、

研修の充実を図っていきます。 

教育課 
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基本目標３  

 

７ 子どもの健全育成活動の推進 

子どもが体験・交流活動等を行う機会を提供し、子どもの健全育成に向けた取組みを推進

することで、豊かな人間性を育む支援を行います。また、児童館の有効活用を図るなど、子

どもの居場所づくりに努めます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  相談体制の充実 ○子育て支援センター「りぼん」を中心として、

保護者、園・学校からの相談窓口として各関係

機関と連携しながら相談体制の充実を図りま

す。 

○「教育相談窓口の場（子ども、保護者、教職員）」

「交流の場（“遊びの広場”）」「研修の場（教員

のための研修、保護者のための研修）」「つなぐ

場（子育て支援に関わる関係機関をつなぐ）」の

４つの場を大切にし、それぞれの機能の充実と

発展に努めます。 

こども未来課 

教育課 

  児童館の有効活用 ○児童健全育成活動の拠点施設として、子どもや

地域のニーズに合った児童館の利用方法を検

討します。 

こども未来課 

  子どもの居場所づ

くり 

○児童の放課後の居場所づくりとして開設して

いる「ふれあいルーム」及び「コミュニティ教

室」を継続し、学校を活用した居場所づくりを

行うとともに、児童の健全育成に努めます。 

教育課 

  子ども会活動の推

進 

○子ども会関係者の研修会等を実施し、関係者の

資質向上に取り組むとともに、児童を対象とし

た事業内容の充実を図ります。 

○子ども会については、より近隣の子ども会との

連携促進を図り、交流を深めます。 

教育課 

  世代間交流の推進 ○子どもたちが体験から得る協調性、思いやりの

心を育むため、高齢者等の異世代とふれあう機

会の提供や地域の行事等に参加できる取組み

を推進します。 

教育課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  世代間交流の推進 

（前ページの続き） 

○具体的には、町内全小・中学校にコーディネー

ターを配置して、学校、家庭、地域の３者が連

携・協⼒しながら⼦どもたちの豊かな成⻑を⽀

える「コミュニティスクール」を推進します。 

教育課 

  郷土の歴史・文化

とふれあう機会の

充実 

○まちに誇りを持ち、次の世代に串本の素晴らし

さを伝承していくために、世界遺産大辺路街道

の保全、漁具等の収集活動等を行い、郷土の歴

史や伝統文化とふれあう機会の充実を図りま

す。 

教育課 

  美しい自然景観保

存の推進 

○南紀熊野ジオパークセンターを活用し、ジオパ

ークについての講義を学校で行うなど、子ども

たちのまちへの愛着と自然保存及び地域資源

の活用、持続可能な発展への意識を育み、次代

の子どもたちへ引き継いでいきます。 

教育課 

  スポーツ・レクリ

エーション活動の

推進 

○町⺠⼤運動会、歩こう会、グラウンド・ゴルフ、

ゲートボール等の各種スポーツ大会等を実施

し、住⺠のニーズに沿った学習機会を提供する

とともに地域のスポーツ、レクリエーション活

動の推進を図ります。 

教育課 

  児童・生徒による

地域活動の促進 

○児童・生徒が地域の方々とともに行う地域学習

や地域活動を通して、社会規範や連帯意識を身

につけることができる事業の充実を図ります。 

○地域ぐるみで子どもを育てる体制を確立し、地

域の教育力向上を高め、児童・生徒と地域の

方々がともに学びあえる環境づくりに取り組

みます。 

教育課 
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８ 子どもの豊かな心の育み支援 

⼦どもが健やかに成⻑し、⽣涯健康な⽣活を送ることができるよう、健康についての正し

い知識を身につけ、自身をはじめ周囲の人を大切にすることができる心を養うことを目的に、

性教育の実施や未成年の喫煙・飲酒、薬物等の防止に対する啓発を行うとともに、スクール

ソーシャルワーカー等による相談体制を充実させます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  家庭・地域と学校

との連携 

○児童・生徒が抱える問題に対して、家庭環境な

ど総合的な視点から対処できるように、学校運

営協議会の活性化を図るとともに関係機関や

地域関係者との連携を強化します。 

○家庭教育支援として、気軽に相談できる場所、

人づくりへの働きかけを意識します。 

教育課 

  子どもの悩み相談

体制の充実 

○いじめや不登校等に悩みを抱える子どもや保

護者に対し、担任の家庭訪問や専門的な立場か

ら児童生徒のケアにあたるスクールカウンセ

ラー、不登校児童生徒支援員等による相談活

動・不登校支援等の充実を図ります。 

○外部機関との連携を促進し、教育相談の一層の

充実を図るとともに、スクールソーシャルワー

カー等による教育相談に関わる研修を実施し

て役立つ情報や知識、技術を学べる場を広く提

供します。 

○学校に行けない児童・生徒のための教育支援教

室として、教育支援ルーム「とらいあんぐる」

の充実を図ります。 

教育課 

  人権を重視した教

育の推進 

○一人ひとりの子どもたちの人権尊重を最重点

に置き、善悪の正しい判断力を身につけ、いじ

めや差別を見抜き、なくすための実践的態度が

取れる教育・指導を推進します。 

○各学校において、いじめ防止基本方針及び人権

教育全体計画、年間指導計画を適宜見直すとと

もに、いじめ等の人権侵害は絶対に許さないと

いう学校の姿勢を機会あるごとに打ち出すよ

う努めます。 

教育課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  人権を重視した教

育の推進 

（前ページの続き） 

○インターネット等を通じて子どもたちが不適

切な情報に触れたり、犯罪に巻き込まれたりす

ることがないよう、情報化時代における正しい

情報の見極めや、情報機器や手段の適切な活用

法について、指導します。 

教育課 

  思春期保健・教育

対策の充実 

○性に関すること、生命の尊さに関すること等に

ついての学習の機会を充実し、正しい知識の普

及・啓発を図ることで 10 代の自殺、デートＤ

Ｖ等の思春期の課題の重要性を認識した教育

対策を実施します。 

○児童に関わる教職員に対する研修会を行うこ

とで、啓発力を高めます。 

教育課 

  喫煙・飲酒・薬物乱

用防止教育の推進 

○未成年者の喫煙・飲酒・薬物による健康への影

響について、正しい知識の普及・啓発を図りま

す。 

○薬物乱用防止教室については、各学校で年間１

回の研修会を開催します。 

教育課 

 

 

９ 親育ちの支援 

中学生による職場体験活動など、就学前の子どもとふれあうことにより家庭の大切さを感

じるための学習の機会や情報を提供し、親としての成⻑を⽀援します。また、ひとり親家庭

の自立支援や若年妊娠、精神疾患を持ちながら子育てをしている人を支援します。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  次代の親の育成 ○こども園での中学生による職場体験活動など

を通じて就学前の子どもとふれあうことで、家

庭の大切さや子どもを産み育てることの意義

を理解し、子どもが社会の一員として、自覚と

責任を持って行動できる社会性を育むための

取組みを進めます。 

教育課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  ひとり親家庭等の

自立支援の推進 

○ひとり親家庭が自立した生活を営むことがで

きるように、相談事業や経済的支援、就業支援

に取り組みます。 

○ひとり親家庭への自立支援に関する事業等を

幅広く知ってもらえるように、より必要な情報

を必要な時に得られるよう様々な媒体を活用

した情報提供に努めます。 

こども未来課 

  家庭支援の推進 ○若年妊娠や、精神疾患を持ちながら子育てされ

ている保護者、子育てをする環境に乏しい家庭

への支援等、家庭の支援が必要なハイリスク妊

婦として把握し、電話や訪問による支援を推進

します。 

子育て世代包括

支援センター 

  各種手当・助成の

継続 

○現在、実施している児童手当、児童扶養手当、

特別児童扶養手当、乳幼児医療費助成事業、ひ

とり親家庭の医療費助成事業を継続実施しま

す。 

○子ども医療費助成として、18 歳に達する年度ま

での医療費の自己負担分を無料とします。 

○経済的な理由によって就学が困難と認められ

る児童・生徒の保護者に対して、学用品費等の

就学に要する費用の援助を行う就学援助の給

付を継続して実施します。 

こども未来課 

住⺠課 

教育課 
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基本目標４  

 

10 子育てを支援する生活環境の整備 

子育て家庭が安心して外出することができるよう、公共施設におけるバリアフリー化の推

進をはじめ、公園等の遊び場の整備、歩道の整備など、生活環境の整備を推進します。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  遊び場の確保・整

備 

○社会状況や住⺠のニーズに合わせて、既存公園

施設の機能の充実を図り、状況に応じて廃止の

検討を視野に入れるなど、子どもたちが安心し

て遊べる公園整備に努めます。 

こども未来課 

  遊び場の情報提供 ○子育てガイドブックなどを通して、公園等利用

可能な施設の位置や内容等、遊び場の情報をそ

の他の育児情報とともに提供します。 

○関係団体等と話しあい、情報周知の方法を検討

します。 

子育て世代包括

支援センター 

  安全な道路交通環

境の整備 

○子育て家庭が安心・安全に生活していくことが

できるように、子どもの視点、子ども連れの親

の視点に立った道路交通環境の整備を目指し

ます。 

○幅員の狭い道路の拡幅や歩道の整備について

は地域住⺠との合意形成を図りながら、なるべ

く身近な生活道路の整備から優先的に実施を

検討します。 

○引き続き、国道 42 号についても整備を要望し

ていきます。 

建設課 

  公共施設における

バリアフリー化の

推進 

○公共施設等の建設にあたっては、県の条例に沿

うよう事前に協議した上でバリアフリーを進

めていきます。 

○既存施設については、住⺠の要望を把握しつつ

計画的にバリアフリー化を図ります。特に公共

施設のトイレについては、子育て世帯に優しい

トイレ整備を推進します。 

建設課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  子どもを取り巻く

有害環境対策の推

進 

○有害情報発生の未然防止及び発生時の適切な

対応についての教育を、子どもだけでなく保護

者を巻き込んで実施するため、保護者への啓発

を充実します。 

○警察署による出前授業（キッズサポート）に加

え、官⺠が連携して⾏っている啓発講座（スマ

ホ・ケータイ安全教室）等が学校現場や地域に

おいて、親子参加のもとで効果的に活用される

よう推進に努めます。 

教育課 

 

 

11 子どもの安全及び防犯の確保 

児童・生徒の登下校中を狙った犯罪の増加や子どもが巻き込まれる交通事故等の被害から

子どもを守るため、行政と地域、学校、警察署等との連携を強化し、交通安全や防犯に関す

る各種取組みの充実に努めます。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  交通安全教育の推

進 

○学校教育において、計画的な教育課程で実施す

るとともに、組織的な指導の充実に向けて検討

を進めます。 

○交通安全教室、自転車の乗り方や自転車のヘル

メット着用の推進等、関係機関が連携して交通

マナーの徹底を図ります。 

○チャイルドシートについては、購入費助成制度

の周知により、着用の徹底を図ります。 

教育課 

総務課 

  防犯体制の充実 ○地域の見守り活動等を支援するとともに、警察

や串本⻘少年センター等関係機関と連携し、防

犯啓発・防犯教室等を実施します。 

○今後も段階的に防犯カメラ等の設置をさらに

検討し、さらなる防犯体制の充実を図ります。 

総務課 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  犯罪を防止するま

ちづくり 

○夜間の安全性を高める防犯灯の設置や、公園等

における死角の解消などにより、犯罪を防止す

る環境づくりを推進します。 

○地区の管理している防犯灯に対しては、町が設

置・修繕費及び電気料金補助のあり方を検討し

ます。 

総務課 

  被害にあった子ど

もの保護の推進 

○犯罪等の被害にあった子どもに対して、カウン

セリング等の場や機会を増やしていきます。 

○⼦どもの成⻑過程において⼤きな影響を与え

る出来事は、犯罪等の被害にあうことだけでな

く、⾝近な存在の死（保護者、祖⽗⺟、ペット

等）や保護者の離婚等、日常生活のなかにも存

在していることから、危機的な状況に対応でき

る体制づくりを検討していきます。 

○児童相談所や専門家等との連携を強化し、カウ

ンセリングの充実に努めます。 

こども未来課 

 

 

12 子育てと仕事が両立できる就労環境の充実 

子育てと仕事が両立できるよう、就労のあり方や育児休業をはじめとする各支援制度の周

知と普及を図り、社会全体で子育てを応援します。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  労働時間短縮等の

促進 

○労働時間の短縮や柔軟な勤務形態の普及に向

けた啓発を行います。 

○労働時間短縮等の促進については、町が率先し

て取り組み、町の取組みをモデルケースとし

て、町内事業者に対し、労働時間短縮の促進の

普及・啓発に努めます。 

総務課 

  結婚・妊娠・出産・

育児の切れ目ない

支援の推進 

○町⺠の結婚・妊娠・出産に関する希望を実現す

るため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない

支援を行うため、国及び関係機関の情報提供を

強化します。 

子育て世代包括

支援センター 
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  事業名 事業内容 担当課 
          

  育児休業制度の定

着促進 

○育児休業制度の定着促進について、関係機関と

連携しながら、育児休業等の制度に関するリー

フレットの活用など様々な機会と媒体を通じ

て制度の定着活用を進めます。 

総務課 

 

 

13 男女共同参画の視点に立つ家庭生活の実現 

男女共同参画社会の実現に向けた情報発信や教育を推進することで、男女共同参画の視点

に立つ家庭生活の実現を目指します。 

 
     

  事業名 事業内容 担当課 
          

  ワーク・ライフ・バ

ランスの推進 

○ワーク・ライフ・バランスを推進するため、庁

舎内外に啓発物の掲示をすることに合わせて、

広報紙を活用した情報発信を行います。 

企画課 

  男女共同参画意識

の向上 

○男女共同参画社会の実現に向け、今後も情報提

供を行うとともに、講座の開催など男女共同参

画の理解をより深めるための取組みを行って

いきます。 

○町広報紙等を用いて、家庭における男女共同参

画を推進するための啓発活動に努めます。 

企画課 

  男女共同参画に関

する教育の充実 

○教科指導や特別活動等の学校教育活動におい

て、男女共同参画の視点を取り入れたカリキュ

ラムづくりを推進します。 

○教職員の性別役割分担意識をなくす啓発活動

を進めます。 

教育課 

  父親の子育て参加

の促進 

○父親を対象とした事業の検討など、行政や子育

て支援センターと一体となって男性の育児参

加の意識を高めます。 

○スムーズな参加が図られるように、啓発内容を

工夫する配慮をしていきます。 

子育て世代包括

支援センター 

  ジェンダー平等へ

の理解促進 

○ジェンダー平等についての理解を深めるため

の啓発、関係機関への研修を充実します。 

教育課 
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第５章 事業量の見込みと提供体制 

１  

 

子ども・子育て支援事業計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保

育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件等地域の実情に応じて総合的に勘案し、需

要の指標となる量の見込みやその確保策を「教育・保育提供区域」ごとに設定することが、「子ど

も・子育て支援法」に定められています。 

本町では、町内全域で柔軟な需給体制を確保するため、教育・保育提供区域を全町一地区と設

定します。 
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２  

 

（１） 教育・保育施設の一体的提供の推進 

本町では、幼児期における子ども一人ひとりの育ちを支援する質の高い教育・保育を一体

的に提供できるよう努めます。 

質の高い教育・保育の一体的な提供にあたっては、保護者の就労の有無にかかわらず地域

の子どもや家庭が利用できる施設である認定こども園等を通じて育ちと学びの連続性を踏

まえた教育・保育を受けることができるようにします。 

 

（２） 教育・保育の質の向上へ向けた取組み 

教育・保育の質の向上を図るため、職員配置基準の見直しを行うとともに、幼稚園教諭と

保育士の合同研修などを推進し、教育・保育の一体的な提供の推進に向けての相互理解に努

めます。 

 

（３） 子どもの環境を取り巻く国際化への対応 

国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、

両親が国際結婚の幼児などの外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼

児が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、生活に必要な日本語の習得に困難な幼児への

支援など、保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支援を図ります。 
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３  

 

（１） 認定区分と提供施設 

認定区分と提供施設は下記の通りです。 

 

 １号認定 ２号認定 ３号認定 

年齢 
満３歳以上の 

小学校就学前の子ども 
満３歳未満の子ども 

条件 ２号認定の子ども以外 

保護者の就労または疾病その他の内閣府令で定める事

由により家庭において必要な保育を受けることが困難

であるもの 

利用定員を 

設定が可能

な施設 

幼稚園※・認定こども園 
保育所※・認定こども園※ 

 地域型保育事業 

※令和６年度現在、本町には認定こども園のみの設置となっています。 

 

１号…３～５歳で、教育のみを必要とする子ども 

（保護者が働いていないなど、“保育が必要でない”子ども） 

２号…３～５歳で、保育を必要とする子ども 

（保護者が働いているなど、“保育が必要な”子ども） 

３号…０～２歳で、保育を必要とする子ども 

（保護者が働いているなど、“保育が必要な”子ども） 
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（２） 教育・保育の量の見込み 

 

①１号認定（幼稚園・認定こども園） 
 

  

事業概要 
満３歳以上の小学校就学前の子どもで、認定こども園等で教育を希

望する場合に利用します。 
 

■１号認定（３～５歳）                          （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 16 12 9 7 6 

②確保方策 35 35 35 35 35 

②-① 19 23 26 28 29 

 

 

②２号認定（保育所・認定こども園） 
 

  

事業概要 

満３歳以上の小学校就学前の子どもで、「保育の必要な事由（保護

者の就労または疾病等）」に該当し、認定こども園等での保育を希望

する場合に利用します。 
 

■２号認定（３～５歳）                         （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 143 127 116 117 117 

②確保方策 163 163 163 163 163 

②-① 20 36 47 46 46 
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③３号認定（保育所・認定こども園） 
 

  

事業概要 

満３歳未満の小学校就学前の子どもで、「保育の必要な事由（保護

者の労働または疾病等）」に該当し、認定こども園等での保育を希望

する場合に利用します。 
 

■３号認定（０歳）                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 8 7 8 8 8 

②確保方策 22 22 22 22 22 

②-① 14 15 14 14 14 

 

■３号認定（１歳）                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 27 31 31 31 32 

②確保方策 39 39 39 39 39 

②-① 12 8 8 8 7 

 

■３号認定（２歳）                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 34 32 36 35 34 

②確保方策 46 46 46 46 46 

②-① 12 14 10 11 12 

 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

本町では、小学校就学前の施設としては、認定こども園が中心とな

っています。今後も同施設を中心に教育・保育の場を確保・提供する

ことになります。 
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（３） 乳児のための支援給付 

 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 
 

  

事業概要 

保育所、幼稚園等を利用していない満３歳未満の乳幼児に対し、月

一定時間までの利用可能枠のなかで、就労要件を問わず時間単位等で

柔軟に保育所、幼稚園等を利用できる事業です。 
 

■乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）               （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み - 1 1 1 1 

②確保方策 - 1 1 1 1 

②-① - 0 0 0 0 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

本町では、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施に

ついては、現在準備段階ではありますが、保護者のニーズを勘案しな

がら柔軟な体制づくりに努めます。 
  

 

 

（４） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

 

①延⻑保育事業 
 

  

事業概要 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外

の日及び時間において、認定こども園などで保育を実施する事業で

す。 
 

■延長保育事業                             （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 480 480 480 480 480 

②確保方策 480 480 480 480 480 

②-① 0 0 0 0 0 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

今後も延⻑保育を継続実施するとともに、保育内容の充実を図りま

す。 
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②放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 
 

  

事業概要 

就業等により昼間家庭に保護者のいない児童を対象に、授業が終わ

った後の遊び及び生活の場を提供し、支援員の活動支援のもと児童の

健全育成を図ります。 
 

■放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）               （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１年生 38 47 42 38 36 

２年生 41 32 39 35 30 

３年生 35 35 27 34 30 

４年生 25 24 23 18 23 

５年生 10 10 9 9 7 

６年生 10 11 12 11 11 

①見 込 み 159 159 152 145 137 

②確保方策 180 180 180 180 180 

②-① 21 21 28 35 43 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

提供体制は確保できている状況です。引き続き総合的な放課後対策

に取り組みます。 

  

 

③子育て短期支援事業 
 

  

事業概要 

保護者の疾病や仕事などの事由により児童の養育が一時的に困難

となった場合、または育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れな

どの身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設

などで一時的に預かる事業です。 
 

■子育て短期支援事業                          （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

① 見 込 み 65 65 65 50 50 

② 確保方策 65 65 65 50 50 

②-① 0 0 0 0 0 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

町外の５施設に委託しており、広域で提供体制を確保します。 
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④地域子育て支援拠点事業 
 

  

事業概要 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談・援助・関連情報の提供等を行います。 
 

■地域子育て支援拠点事業                        （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 2,758 2,693 2,671 2,693 2,607 

②確保方策 2,758 2,693 2,671 2,693 2,607 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

子育て支援センター「りぼん」、「にこにこひろば」の２か所で事業

を実施し、提供体制を確保します。 

  

 

⑤一時預かり事業 
 

  

事業概要 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を

認定こども園等で一時的に預かり、必要な保育を行います 。 
 

■一時預かり事業（幼稚園型）                      （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 126 135 113 94 80 

②確保方策 126 135 113 94 80 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■一時預かり事業（幼稚園型以外）                    （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 244 234 237 233 235 

②確保方策 244 234 237 233 235 

②-① 0 0 0 0 0 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

在園児を対象とした預かり保育事業は、認定こども園において実施

しています。未就園児の一時預かり事業は、子育て支援センター「り

ぼん」と「上野山こども園」で実施しています。 
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⑥病児・病後児保育事業 
 

  

事業概要 
病児・病後児について、病院・保育所などに付設された専用スペー

スにおいて、保育士などが一時的に保育を行う事業です。 
 

■病児・病後児保育事業                         （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 80 83 85 87 92 

②確保方策 80 83 85 87 92 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

病児・病後児については、「ぽけっと」（くしもと町立病院２階）に

おいて、実施しています。このことから保護者の子育てと就労の両立

支援が可能となるよう提供体制を維持します。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
 

  

事業概要 
児童の預かり等の援助を受けることを希望する利用会員と、援助を

行うことを希望する協力会員が相互に援助活動を行います。 
 

■子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）      （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 0 0 0 0 0 

②確保方策 0 0 0 0 0 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

現在、本町では実施していません。今後、ニーズに応じて実施を検

討します。 
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⑧利用者支援事業 
 

  

事業概要 

子ども及びその保護者、または妊娠している方が、教育・保育施設

や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるようサポートする

事業です。 
 

■利用者支援事業                            （単位：か所） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

基本型・特定型 1 1 1 1 1 

母子保健型 
（こども家庭センター型） 0 0 0 0 0 

①見 込 み 1 1 1 1 1 

②確保方策 1 1 1 1 1 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

利用者支援事業については、子育て支援センター「りぼん」にて実

施しています。今後も提供体制の確保に努めます。 

  

 

⑨妊婦健康診査 
 

  

事業概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査を実

施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施

する事業です。 
 

■妊婦健康診査                              （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 40 41 39 38 37 

②確保方策 40 41 39 38 37 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

全妊婦が健診を受診するよう事業を推進します。 
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⑩乳児家庭全⼾訪問事業 
 

  

事業概要 
生後４か月までの乳児のいる世帯すべての家庭を訪問し、子育てに

関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 
 

■乳児家庭全戸訪問事業                          （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 38 42 40 39 38 

②確保方策 38 42 40 39 38 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

全⼾訪問ができるよう、事業を推進します。 

  

 

⑪養育支援訪問事業 
 

  

事業概要 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を

行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 
 

■養育支援訪問事業                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 6 6 6 6 6 

②確保方策 6 6 6 6 6 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

実施状況が少数であり、提供体制は十分に確保できている状況で

す。引き続き、提供体制の確保に努めます。 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 
 

  

事業概要 

新制度における幼児期の保育・教育については、国が定める公定価

格をもとに、市町村が利用者負担額を設定しますが、施設によっては、

保育・教育に必要な物品の購入に要する実費徴収等の上乗せ徴収を行

うことができるとされています。 

本事業はこの実費負担の部分について、低所得者の負担軽減を図る

ため、公費による補助を行うものです。 
 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

今後の具体的な事業内容については、国の動向に応じて助成の内容

等を検討します。 

  

 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
 

  

事業概要 

特定教育・保育施設等への⺠間事業者の参⼊の促進に関する調査研

究、その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設

置または運営を促進するための事業です。 
 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

今後の具体的な事業内容については、国の動向に応じて助成の内容

等を検討します。 
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⑭子育て世帯訪問支援事業【新規】 
 

  

事業概要 

訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て

家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が

抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施

することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未

然に防ぐ事業です。 
 

■子育て世帯訪問支援事業【新規】                    （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 45 45 45 45 45 

②確保方策 45 45 45 45 45 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

提供体制は十分に確保できている状況です。引き続き、提供体制の

確保に努めます。 

  

 

⑮児童育成支援拠点事業【新規】 
 

  

事業概要 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対

して、居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題

に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食

事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、

関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包

括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保

障と健全な育成を図る事業です。 
 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

今後の具体的な事業内容については、国の動向に応じて助成の内容

等を検討します。 
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⑯親子関係形成支援事業【新規】 
 

  

事業概要 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及び

その児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、

児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施

するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不

安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な

支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図るた

めの事業です。 
 

  

 

 

〈確保の内容〉 

今後の具体的な事業内容については、国の動向に応じて助成の内容

等を検討します。 

  

 

⑰妊婦等包括相談支援事業【新規】 
 

  

事業概要 

妊婦及びその配偶者等に対して、面談等により妊婦等の心身の状

況、その置かれている環境その他の状況の把握を⾏うほか、⺟⼦保健

及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業です。 
 

■妊婦等包括相談支援事業【新規】                    （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 120 123 117 114 111 

②確保方策 120 123 117 114 111 

②-① 0 0 0 0 0 

 
  

 

 

〈確保の内容〉 

提供体制は十分に確保できている状況です。引き続き、提供体制の

確保に努めます。 
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⑱産後ケア事業【新規】 
 

  

事業概要 
退院直後の⺟⼦に対して⼼⾝のケアや育児のサポート等を⾏い、産

後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業です。 
 

■産後ケア事業【新規】                         （単位：人日） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①見 込 み 30 30 30 30 30 

②確保方策 30 30 30 30 30 

②-① 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

〈確保の内容〉 

希望者に事業を実施しています。提供体制は十分に確保できている

状況です。引き続き、提供体制の確保に努めます。 

  

 

 

 

 

  



 

72 

 

第６章 計画の推進にあたって 

１  

 

（１） 家庭 

子育ての基本は家庭であり、家庭は基本的な生活習慣、社会的な礼儀作法、善悪の判断、

他人に対する思いやりを教える重要な役割があります。また、子どもにとって最も安らげる

場でもあります。 

しっかりとした家庭教育の実践と、父親も積極的に家事・育児に参加し、家族が協力しあ

い親子のふれあいや家族の絆を深めます。 

 

（２） 認定こども園・学校等 

認定こども園、学校は同年代の子どもが集団で生活する場であり、集団生活におけるルー

ルやマナー等を学ぶ場です。専門機関として、子どもたちが社会性を身につけ、個性を伸ば

し、豊かな人間性を養うよう保育・教育の充実に努めます。 

また、地域と連携し、地域に開かれた子育て支援機関としての役割を果たします。 

 

（３） 地域 

地域における子育ての推進を図るため、その主導的な役割を担う町内の主な各種団体・機

関等の連携を図ることにより、子育て環境の充実した地域社会づくりのための推進体制の強

化を図ります。 

 

（４） 企業 

子育て中の就労者がしっかりと子育てに向きあえるよう、職場全体の⻑時間労働の是正、

希望に応じた育児休業や短時間勤務を取得しやすい環境づくり等、仕事と家庭生活との両立

が図られるような雇用環境の整備を行うことが求められます。 
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（５） 行政 

本計画を全庁的な取組みとして、総合的・計画的に推進するため、庁内関係各課との連携

を強化するとともに、本計画の実現を目指し、これまでに掲げた子育て支援策を積極的に推

進し、社会全体に対して、子育ての大切さ、楽しさなどについて広報啓発を行います。 

また、計画の進捗状況や評価を公表するとともに、社会情勢の変化に対応し、常に効果的

な子育て支援を行うために必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

２  

総合的かつ効果的な子ども・子育て支援対策の推進を図るため、国・県との連携を図ると

ともに、町においては関係各課が連携し、子育て支援対策を推進するものとします。 

 

３  

定期的に計画の進捗状況を把握し、その結果を住⺠に公表するとともに、住⺠の視点に⽴

った点検・評価を行い、その結果を毎年度の事業等に反映させるため、ＰＤＣＡサイクル（計

画・実行・評価・改善）に基づいた計画の推進に努めます。 
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資料編 

１  

 

平成25年6月18日 

条例第22号 

(設置) 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、串本町子ども・子育て

会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する

児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の⼦どもに関する法律による施策について町⻑

又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。 

2 ⼦育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町⻑及び教育委員会に建

議することができる。 

(組織) 

第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。 

2 委員は、法第7条第1項に規定する⼦ども・⼦育て⽀援に関し学識経験のある者その他町⻑

が必要と認める者のうちから、町⻑が任命⼜は委嘱する。 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会⻑及び副会⻑) 

第5条 ⼦育て会議に会⻑及び副会⻑各1人を置き、委員の互選により選任する。 

2 会⻑は、⼦育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議⻑となる。 

3 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるとき、⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第6条 ⼦育て会議の会議は、会⻑が招集する。ただし、会⻑及び副会⻑が選出されていない

ときは、町⻑が⾏う。 

2 子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 ⼦育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会⻑の決

するところによる。 

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第7条 子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。 

(その他) 

第8条 この条例に定めるもののほか、⼦育て会議の運営に関し必要な事項は、会⻑が⼦育て

会議に諮って定める。 

附 則 
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(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例の一部改正) 

2 串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成28年3月14日条例第1号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 
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２  

 

 所属 氏名 

１ 副町⻑ 平 井 治 司 

２ 教育⻑ 坂 本 善 光 

３ 串本町⼩中学校校⻑会 会⻑ 林   宜 行 

４ 串本町主任児童委員 代表 知 野 光 洋 

５ くしもとこども園 園⻑ 湯 口 いづみ 

６ ⼦育て⽀援センター『りぼん』センター⻑ 寒 川 梨 奈 

７ 上野山こども園 園⻑ 上 地 奈 奈 

８ 子育て世代包括支援センター 松 山 街 子 

９ 串本学童保育所運営委員会 理事⻑ 和 田 範 雄 

10 串本町ＰＴＡ連絡協議会 会⻑ 松 村 和 哉 

11 潮岬こども園育友会 会⻑ 熊 谷 耕一郎 

12 くしもとこども園保護者会 会⻑ 太 田   昇 
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